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12：40～13：45受付
※少人数に分けてご案内します 津田保健センター 令和5年12月生まれ火

●3～4か月児健診

23日

１２：４０～1３：４５受付
※少人数に分けてご案内します 津田保健センター 令和4年9月生まれ火

●1歳6か月児健診

9日

１２：４０～1３：４５受付
※少人数に分けてご案内します 津田保健センター 令和2年9月生まれ木

●3歳児健診

18日

●乳幼児相談（身長･体重測定、育児相談、栄養相談）・妊産婦相談

【問】国保･健康課（健康係）　☎（0879）26-9908

【問】街角の年金相談センター高松オフィス　☎（087）811-6020 【問・申】高松東年金事務所お客様相談室　☎（087）804-0508

4月16日（火）10：00～15：00　長尾公民館講座室②
基礎年金番号がわかるものなどをお持ちください。
（代理人の場合は委任状が必要となる場合があります）

4月23日（火）10：00～15：00　津田公民館第3講座室
基礎年金番号がわかるものなどをお持ちください。
（代理人の場合は委任状が必要となる場合があります）

9：3０～11：00 津田保健センター 乳幼児・妊産婦希望者水17日

●2歳児歯科健診

市内委託医療機関にて受診 令和3年9月生まれ4月

【問】国保・健康課（健康係）　☎（0879）26-9908

● 近年、大腸がんは急増しており、毎年５万人
　 以上の方が亡くなっています。

● 大腸がん検診は、便に混じった血液を調べる
　 便潜血検査です。

～大腸がん検診は「死亡率を減少させることが科学的に証明された」有効な検診です～
40歳になったら年に１回、大腸がん検診を受けましょう

Ⅳ期（進行がん）
5年生存率

23.3%
Ⅳ期（進行がん）
5年生存率

23.3%
Ⅰ期（早期がん）
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98.8%
Ⅰ期（早期がん）
5年生存率

98.8%
出典：「がん統計2022」全国がんセンター協議会加盟施設における５年相対依存率
　　 （2011年～2013年診断例）

　大腸がんは、早期に発見して治療すれば、良好な経過
が期待できるがんです。

　便潜血検査は自宅で便を取るだけの簡単な検査です。
　痛みも食事制限もありません。2日分を指定の回収日に
提出します。

● 大腸がんは、進行するまでほとんど
　 自覚症状がありません。

● 検診で「要精密検査」となった場合は、必ず
　 内視鏡検査を受けましょう。

　「異常を感じたら病院に行こう」と思っていると、手遅
れになる場合があります。
　早期発見をするためには、検診を毎年受けることが大
切です。腹痛や便に血が混じるなどの症状がある場合は、
検診を待たずに病院を受診して下さい。

　出血を痔のせいだと自己判断したり、過去に大腸カメラ
で異常がなかったからと様子をみるのではなく、一回でも
陽性の反応が出たら、必ず精密検査を受けましょう。

【問・申】障害福祉課　☎（0879）26-9903

各種障害手当等のお知らせ

【問】高松東年金事務所　☎（087）861-3866

日本年金機構からのお知らせ

ご存じですか？「学生納付特例制度」

対 象 者 対 象 者
特別障害者手当

支給月額 支給月額

支 給 月

対 象 者

支給月額

支 給 月

支 給 月

対 象 者

支給月額
支 給 月

日常生活において、常時特別の介護を要する満
２０歳以上の在宅の重度障害者
２７，９８０円／月 （令和６年３月分まで）
28，840円／月 （４月分から令和７年３月分まで）
２月・５月・８月・１１月の年４回

特別児童扶養手当
２０歳未満で、身体や精神に中度以上の障害が
ある児童を監護している父、母または父母にか
わって児童を養育している養育者
１級（重度障害児）
53,700円／月 （令和6年３月分まで）
55,350円／月 （４月分から令和7年３月分まで）
２級（中度障害児）　
35,760円／月 （令和6年３月分まで）
36,860円／月 （４月分から令和7年３月分まで）
※請求者または配偶者もしくは扶養義務者に一定以上
　の所得がある場合は手当の支給が停止されます
４月・８月・１１月の年３回

障害児福祉手当
日常生活において、常時介護を要する満２０歳
未満の在宅の重度障害児
１５，２２０円／月 （令和６年３月分まで）
１５，６９０円／月 （４月分から令和７年３月分まで）
２月・５月・８月・１１月の年４回

心身に障害のある児童の保護者で、市内に１年以
上住所を有する方
※当該児童も市内に住所を有すること
身体障害児の場合は、身体障害者手帳(1級～4
級)を取得している児童
知的障害児の場合は、療養手帳（ Ⓐ A Ⓑ B ）を
取得している児童
4,000円／月
毎年度3月末に一括支給（満額の場合、48,000円）

心身障害児福祉年金

各手当について、一定の所得がある場合や、施設入所した場合など、対象外となる要件があります。
詳細や請求手続き等については、下記までお問い合わせください。

街角の年金相談センターの
年金相談（予約制）

年金事務所の
出張年金相談（予約制）

　学生で、本人の所得が一定以下の場合、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。
○対象となる学生

学校教育法に規定する大学（大学院）、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校（修業年限
1年以上である課程）に在学する学生等

○所得の目安（※申請者本人の前年所得）
128万円＋扶養親族等の数×38万円＋社会保険料控除等

○手続き方法
年金手帳・学生証（コピー可）もしくは在学証明書を持って、さぬき市国保・健康課または高松東年金事務所に

て申請してください。
前年度に承認を受けた方で当年度も在学予定の方には、日本年金機構から４月初めに再申請の用紙が送られ

ますので、必要事項を記入の上ご返送ください。
○承認を受けた期間について

老齢基礎年金を受け取るために必要な期間に算入されますが、年金額には反映されません。しかし、学生納付
特例制度期間については、10年以内であれば保険料をさかのぼって納めること（追納）ができます。追納すると
将来受け取る年金額が増額されますが、承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合
には、当時の保険料に経過期間に応じた加算額が上乗せされますのでご注意ください。

子育て／健康
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